
立 行 文 第 7 9 2 号 

令 和 ５ 年 ９ 月 2 5 日 

 

 立 川 市 議 会  

  副 議 長  高  口  靖  彦   殿  

 

                 立 川 市 長  酒  井  大  史  

 

   請 願 及 び 陳 情 の 処 理 の 経 過 及 び 結 果 に つ い て （ 報 告 ）  

 

 令 和 ５ 年 ６ 月 2 6日 付 け 立 議 第 6 3 2号 に よ る 請 願 及 び 陳 情 に つ い て は 、 次

の よ う に 処 理 し た の で 、 報 告 し ま す 。  

 

記  

１  請 願 第 １ 号  立 川 市 と 市 民 団 体 の 協 働 に よ る 配 慮 を 必 要 と す る 子 育 て

家 庭 へ の 包 括 的 支 援 の 在 り 方 に 関 す る 請 願  

  立 川 市 と 市 民 団 体 の 協 働 に よ る 配 慮 を 必 要 と す る 子 育 て 家 庭 へ の 包 括

的 支 援 の 在 り 方 に つ き ま し て は 、 子 育 て ・ 健 康 複 合 施 設 に お け る 児 童 発

達 支 援 セ ン タ ー や こ ど も 家 庭 セ ン タ ー の 設 置 に あ わ せ 、 市 民 団 体 の 皆 様

と ど の よ う な 連 携 や 協 働 が で き る の か 、 対 話 を 通 し た 検 討 を 行 っ て ま い

り た い と 考 え て お り ま す 。  

  な お 、 市 民 団 体 と の 第 １ 回 の 会 合 を 、 令 和 ５ 年 ８ 月 2 4 日 （ 木 ） に 開

催 い た し ま し た 。  

 

２  陳 情 第 1 1 号  ス タ デ ィ ー ク ー ポ ン に 関 す る 陳 情  

自 立 促 進 支 援 事 業 に お け る 「 学 習 環 境 整 備 支 援 費 」 に つ き ま し て は 、

生 活 保 護 受 給 世 帯 に 属 す る 児 童 ・ 生 徒 を 対 象 に 、 学 習 塾 へ の 通 学 や 通 信

講 座 の 受 講 な ど 、 在 宅 な ど で の 学 習 を 支 援 す る こ と を 目 的 と し て 、 学 習

塾 な ど に 支 払 っ た 費 用 を 領 収 書 等 で 確 認 す る こ と で 必 要 経 費 等 を 支 給 し



て お り ま す 。  

令 和 ５ 年 ８ 月 ７ 日 （ 月 ） 及 び 同 月 ８ 日 （ 火 ） に は 、 事 業 の 充 実 等 を 検

討 す る た め に 、 既 に ス タ デ ィ ク ー ポ ン 方 式 を 導 入 し て い る 多 摩 市 及 び 国

立 市 へ の 視 察 を 行 い ま し た 。  

ス タ デ ィ ク ー ポ ン 方 式 の 導 入 に つ き ま し て は 、 当 該 方 式 に 対 す る ニ ー

ズ や 他 市 に お け る 実 施 状 況 等 を 参 考 に 検 討 し て ま い り ま す 。  

 


